
連載コーナー連載コーナー

自転車も
交通反則通告制度（青切符）
により検挙されます！

令和 8 年令和 8 年
４月 1 日開始４月 1 日開始

信号無視信号無視
6,000 円6,000 円

携帯電話使用等携帯電話使用等
（保持）（保持）

12,000 円12,000 円

一時不停止一時不停止
5,000 円5,000 円

遮断踏切遮断踏切
立入り立入り

7,000 円7,000 円

右側通行右側通行
6,000 円6,000 円

制動装置制動装置
（ブレーキ）不良（ブレーキ）不良

5,000 円5,000 円

青切符により検挙される違反例青切符により検挙される違反例

【問合先】福岡県飯塚警察署　☎２１・０１１０

飯塚警察署だより

● ヘルメットを着用
● 車道が原則、左側を通行／ 歩道は例外、歩行者を優先
● 交差点では信号と、一時停止を守って、安全確認 　
● 夜間はライトを点灯
● 飲酒運転は禁止

守ろう！【自転車安全五則】守ろう！【自転車安全五則】

■ 交通事故から子どもを守る　～家庭で教える交通ルール～

 「どうして」を教える  「どうして」を教える 

子どもは危険な行為と理解し子どもは危険な行為と理解し
ていない場合が多くあります。ていない場合が多くあります。

「どうして」危険なことなのか「どうして」危険なことなのか
を教えましょう。を教えましょう。

　　お手本になるお手本になる　　

子どもは大人の真似をします。子どもは大人の真似をします。
子どものお手本になれるよう、子どものお手本になれるよう、
大人も交通ルールを守りま大人も交通ルールを守りま
しょう。しょう。

　　　一緒に歩く一緒に歩く　　　

通学路や公園など、子どもの行通学路や公園など、子どもの行
動範囲を一緒に歩きながら、交動範囲を一緒に歩きながら、交
通ルールや安全な歩き方を身に通ルールや安全な歩き方を身に
つけさせましょう。つけさせましょう。

小学 1 年生になると行動範囲が広がり、一人歩きをする時期でもあります。子どもたちが交通ルールを
身につけることができるように、家庭内での交通安全教育へのご協力をお願いします。
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